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(会
議
か
ら
戻
っ
て
き
た
渡
邊
課
長
)

り
ま
す
も
ん
ね
。
僕
も
今
日
は
ケ
ガ
を
し
た
か
ら
交
通

坂
上
係
員

弱
者
と
言
え
ま
す
ね
。

あ
っ
、
課
長
。
会
議
お
疲
れ
様
で
し
た
。

坂
上
係
員

渡
邊
課
長

何
言
っ
て
い
る
の
。
大
野
君
の
場
合
は
す
り
キ
ズ
で

昨
年
の
一
二
月
二
〇
日
に
施
行
さ
れ
た
高
齢
者
、
障

し
ょ
。
甘
え
た
こ
と
言

っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
!

害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
関

そ
う
そ
う
、
課
長
戻
っ
て
き
た
ば
か
り
で
申
し
訳
な
い

係
の
会
議
だ
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
、
高
齢
者
や
障
害
者
等

ん
で
す
が
、
さ
っ
き
の
続
き
い
い
で
す
か
?

の
移
動
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
歩
行
空
間
の
形

渡
邊
課
長

成
を
図
る
と
い
う
こ
と
で
、
道
路
行
政
と
し
て
も
積
極

そ
う
だ
っ
た
ね
。
で
、
何
だ
い
?

聞
き
た
い
こ
と

的
に
取
り
組
ん
で
い
る
ん
だ
よ
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で

っ
て
?

も
、
今
回
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
が
可
能
と
な
っ

大
野
係
員

た
こ
と
は
、
こ
の
取
組
み
に
対
し
て
も
積
極
的
に
寄
与

(僕
も
バ
ッ
チ
リ
質
問
考
え
て
お
い
た
ん
だ
よ
ね

す
る
こ
と
と
な
る
よ
ね
。

.も
)

大
野
係
員

坂
上
係
員

そ
う
か
。
僕
は
単
に
歩
行
者
と
い
う
こ
と
で
考
え
て

先
程
、
道
路
法
施
行
令
第
七
条
第
八
号
の
規
定
に
お

い
ま
し
た
が
、
歩
道
は
高
齢
者
や
車
い
す
の
人
や
視
覚

い
て
、
車
輪
止
め
装
置
を
代
表
と
し
た
物
件
を
規
定
し

障
害
者
な
ど
交
通
弱
者
と
言
わ
れ
る
人
も
た
く
さ
ん
通

て
い
る
と
い
う
お
話
し
を
伺
い
ま
し
た
が
、
そ
も
そ
も
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道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

鞠

何
で
第
八
号
に
規
定
し
た
ん
で
す
か
?

渡
邊
課
長

大
野
君
、
分
か
る
か
な
?

大
野
係
員

げ

っ
襲

い
、
い
や
~
、
そ
う
で
す
ね
!
･･。
国
土

交
通
省
の
改
正
担
当
者
が
原
辰
徳
の
フ
ァ
ン
だ
っ
た
と

か
!
。

渡
邊
課
長

バ
カ
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
よ
。
い
い

か
い
。
改
正
前
の
道
路
法
施
行
令
第
七
条
は
、
第
百
万

か
ら
第
九
号
ま
で
あ
っ
た
よ
ね
。ざ
っ
と
説
明
す
る
と
、

第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
は
一
般
的
な
場
所
、
つ
ま
り

道
路
上
に
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
さ
ら

に
、
一
般
的
な
物
件

(第
一
号
)
、
工
事
の
た
め
に
設

け
ら
れ
る
物
件

(第
二
号
、
三
号
)
、
他
の
法
律
に
基

づ
き
一
時
的
に
設
け
ら
れ
る
施
設

(第
四
号
、
五
号
)

と
し
て
整
理
し
て
い
る
ん
だ
。
ま
た
、
第
六
号
か
ら
第

九
号
ま
で
は
、
ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路
の
路

面
下

(第
六
号
)、
高
度
利
用
地
区
及
び
都
市
再
生
特

別
地
区
内
の
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路

の
上
空

(第
七
号
)、
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車

専
用
道
路
の
連
結
路
附
属
地

(第
八
号
)、
高
速
自
動

車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路

(第
九
号
)
と
い
う
場

所
を
限
定
し
て
設
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
整
理
し
て
い

る
ん
だ
。
今
回
追
加
さ
れ
た
自
転
車
等
駐
車
器
具
は
、

歩
道
等
と
い
う
場
所
を
限
定
し
て
占
用
を
認
め
る
こ
と



に
な
る
よ
ね
。
そ
し
て
、
従
前
よ
り
規
定
が
あ
っ
た
ト

ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
自

動
車
駐
車
場
等

(第
六
号
、
七
号
)
と
は
異
な
り
、
こ

れ
ら
の
場
所
以
外
に
設
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

第
七
号
の
次
に
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
ん
だ
。

道
路
法
施
行
令

(道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
工
作

物
等
)

第
七
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
工
作
物
、

物
件
又
は
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

看
板
、
標
識
、
旗
ざ
お
、
パ
ー
キ
ン
グ
･
メ
ー
タ
ー
、
幕
及

び
ア
ー
チ

ニ

工
事
用
板
囲
、
足
場
、
詰
所
そ
の
他
の
工
事
用
施
設

三

土
石
、
竹
木
、
瓦
そ
の
他
の
工
事
用
材
料

四

防
火
地
域

(都
市
計
画
法

(昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
)

第
八
条
第
一
項
第
五
号
の
防
火
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)
内

に
存
す
る
建
築
物

(以
下

｢既
存
建
築
物
｣
と
い
う
。)
を
除
去

し
て
、
当
該
防
火
地
域
内
に
こ
れ
に
代
わ
る
建
築
物
と
し
て
耐

火
建
築
物

(建
築
基
準
法

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
)

第
二
条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
を
い
う
。
以
下

同
じ
。)
を
建
築
す
る
場
合

(既
存
建
築
物
が
防
火
地
域
と
防
火

地
域
で
な
い
地
域
に
わ
た
っ
て
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

既
存
建
築
物
を
除
去
し
て
、
当
該
既
存
建
築
物
の
敷
地

(そ
の

近
接
地
を
含
む
。)
又
は
当
該
防
火
地
域
内
に
、
こ
れ
に
代
わ
る

建
築
物
と
し
て
耐
火
建
築
物
を
建
築
す
る
と
き
を
含
む
。)
に
お

い
て
、
当
該
耐
火
建
築
物
の
工
事
期
間
中
当
該
既
存
建
築
物
に

替
え
て
必
要
と
な
る
仮
設
店
舗
そ
の
他
の
仮
設
建
築
物

五

都
市
再
開
発
法

(昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
)
に
よ

る
市
街
地
再
開
発
事
業
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら

れ
た
施
行
区
域
内
の
建
築
物
に
居
住
す
る
者
で
同
法
第
二
条
第

六
号
に
規
定
す
る
施
設
建
築
物
に
入
居
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

を
一
時
収
容
す
る
た
め
必
要
な
施
設
又
は
密
集
市
街
地
に
お
け

る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(平
成
九
年
法
律

第
四
十
九
号
)
に
よ
る
防
災
街
区
整
備
事
業
に
関
す
る
都
市
計

画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
施
行
区
域
内
の
建
築
物

(当
該
防
災

街
区
整
備
事
業
の
施
行
に
伴
い
移
転
し
、
又
は
除
却
す
る
も

の
に
限
る
。)
に
居
住
す
る
者
で
当
該
防
災
街
区
整
備
事
業
の
施

行
後
に
当
該
施
行
区
域
内
に
居
住
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
一

時
収
容
す
る
た
め
必
要
な
施
設

六

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
事
務

所
、
店
舗
、
倉
庫
、
住
宅
、
自
動
車
駐
車
場
、
広
場
、
公
園
、

運
動
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

七

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
高
度
地
区

(建
築
物

の
高
さ
の
最
低
限
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。)
及
び

高
度
利
用
地
区
並
び
に
同
項
第
四
号
の
二
の
都
市
再
生
特
別
地

区
内
の
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
の
上
空
に
設

け
る
事
務
所
、
店
舗
、
倉
庫
、
住
宅
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

施
設
及
び
自
動
車
駐
車
場

八

道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
設
け
る
自
転
車

(側
車
付
き
の
も

の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。)、
道
路
運
送
車
両
法

(昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
五
号
)
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
原
動
機

付
自
転
車

(側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。
以
下
単
に

｢原
動
機

付
自
転
車
｣
と
い
う
。)
又
は
同
法
第
三
条
に
規
定
す
る
小
型
自

動
車
若
し
く
は
軽
自
動
車
で
二
輪
の
も
の

(い
ず
れ
も
側
車
付

き
の
も
の
を
除
く
。
以
下

｢二
輪
自
動
車
｣
と
い
う
。)
を
駐
車

さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具

(第
六
号

に
掲
げ
る
施
設
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。)

九

法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
又
は

自
動
車
専
用
道
路
の
連
結
路
附
属
地

(以
下
｢特
定
連
結
路
附

属
地
｣
と
い
う
。)
に
設
け
る
食
事
施
設
、
購
買
施
設
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
施
設

(次
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。)
で
こ
れ

ら
の
道
路
の
通
行
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
も
の

十

高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
に
設
け
る
休
憩
所
、

大
野
係
員

な
る
ほ
ど
~
。
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
課

長
、
ど
う
し
て
第
十
一
条
の
七
と
第
十
一
条
の
八
と
二

つ
の
占
用
の
場
所
の
基
準
が
あ
る
ん
で
す
か
?

同
じ

で
も
良
さ
そ
う
だ
と
思
う
の
で
す
が
。

渡
邉
課
長

そ
う
だ
ね
。
普
通
に
考
え
た
ら
、
一
緒
で
も
良
い
気

が
す
る
よ
ね
。
で
は
、
条
文
を
じ
っ
く
り
見
て
ご
ら
ん
。

何
か
違
う
こ
と
に
気
が
付
か
な
い
か
な
?

大
野
係
員

あ
っ
!

ま
ず
、
第
一
号
の
規
定
が
違
い
ま
す
。
車

道
に
は
設
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
は
一
緒
で
す

が
、
自
転
車
用
は
車
道
以
外
で
あ
れ
ば
ど
こ
に
で
も
設

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、

二
輪
自
動
車
用
は
さ
ら
に
車
道
に
近
接
す
る
部
分
に
限

定
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
ど
う
し
て
だ
ろ
う
?

渡
邊
課
長

こ
れ
は
、
交
通
安
全
上
の
観
点
か
ら
な
ん
だ
。
つ
ま

り
、
駐
車
す
る
た
め
に
二
輪
自
動
車
等
に
乗
車
し
た
ま

ま
歩
道
内
を
通
行
し
て
、
歩
行
者
等
と
の
交
通
事
故
を

惹
起
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
車
道
に
近
接
す
る
部

分
に
設
置
し
、車
道
か
ら
進
入
す
る
よ
う
に
し
た
ん
だ
。

自
転
車
で
あ
れ
ば
、
歩
道
等
を
乗
車
し
て
通
行
す
る
こ



と
が
可
能
な
と
こ
ろ
も
あ
る
か
ら
ね
。
ち
な
み
に
、
車

道
以
外
の
道
路
の
部
分
と
し
て
想
定
し
て
い
る
場
所

は
、
自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
、
歩
道
、
法
面
、

側
溝
上
な
ど
が
あ
る
ん
だ
。
他
に
も
違
い
が
あ
る
の
に

気
付
い
た
か
な
?

(お
昼
の
チ
ャ
イ
ム
p
)

渡
邉
課
長

お
っ
と
、
お
昼
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ね
。
続
き
は
お

昼
休
み
後
と
い
う
こ
と
で
、
た
ま
に
は
、
外
に
美
味
し

い
も
の
で
も
食
べ
に
で
も
行
か
な
い
か
?

坂
上
係
員

そ
う
で
す
ね
。
せ
っ
か
く
な
の
で
、
駅
前
の
レ
ス
ト

ラ
ン
街
に
で
も
行
っ
て
、
放
置
自
転
車
の
現
地
調
査
と

行
き
ま
し
ょ
う
か
。
調
査
費
用
は
課
長
持
ち
と
い
う
こ

と
で
!

大
野
係
員

大
賛
成
=
…

渡
邊
課
長

調
子
に
乗
り
お
っ
て
!
。
ま
あ
、
そ
の
代
わ
り
し
っ

か
り
調
査
報
告
書
を
作
成
し
て
も
ら
わ
な
い
と
な
。

坂
上
係
員
･
大
野
係
員

.･････o

(次
号
に
つ
づ
く
)

(自
転
車
駐
車
器
具
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
)

第
十

一
条
の
七

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
の
第
七
条
第
八
号
に
規
定
す
る
自
転
車
を
駐
車
さ
せ
る
た

め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具

(以
下
こ
の
条
に
お
い

て

｢自
転
車
駐
車
器
具
｣
と
い
う
。)
に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場

所
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

車
道
以
外
の
道
路
の
部
分

(分
離
帯
、
ロ
ー
タ
リ
!
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
道
路
の
部
分
を
除
く
。
次
条
第
一
項
第
一
号

に
お
い
て
同
じ
。)
で
あ
る
こ
と
。

二

搬
面
若
し
く
は
側
溝
上
の
部
分
又
は
自
転
車
道
、
自
転
車
歩

行
者
道
若
し
く
は
歩
道
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路

の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
の
な

い
場
合
を
除
き
、
当
該
自
転
車
駐
車
器
具
を
自
転
車
の
駐
車
の

用
に
供
し
た
と
き
に
自
転
車
又
は
歩
行
者
が
通
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
部
分
の
一
方
の
側
の
幅
員
が
道
路
構
造
令

(昭
和
四
十

五
年
政
令
第
三
百
二
十
号
)
第
十
条
第
三
項
本
文
、
第
十
条
の

二
第
二
項
又
は
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
幅
員
で
あ
る
こ

,と
0

2

第
十
条
第
一
号
及
び
第
五
号
の
規
定
は
、
自
転
車
駐
車
器
具
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

第
一
号
中

｢地
上

(｣
と
あ
る
の
は

｢地
面

〇

と
、
｢地
上
を
｣
と
あ
る
の

は

｢地
面
を
｣
と
、
｢次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所

(特
定
連

結
路
附
属
地
の
地
上
に
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
口
及
び
ハ
の

い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
)｣
と
あ
る
の
は

｢
口
及
び
ハ
の
い
ず

れ
に
も
適
合
す
る
場
所
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(原
動
機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
)

第
十
一
条
の
八

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
の
第
七
条
第
八
号
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
又
は
二

輪
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の

器
具

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢原
動
機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具
｣

と
い
う
。)
に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基

準
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

車
道
以
外
の
道
路
の
部
分
内
の
車
道
に
近
接
す
る
部
分
で
あ

る
こ
と
。

二

道
路
の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支

障
の
な
い
場
合
を
除
き
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具

を
原
動
機
付
自
転
車
又
は
二
輪
自
動
車
の
駐
車
の
用
に
供
し
た

と
き
に
自
転
車
又
は
歩
行
者
が
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分

の
幅
員
が
道
路
構
造
令
第
十
条
第
三
項
本
文
、
第
十
条
の
二
第

二
項
又
は
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
幅
員
で
あ
る
こ
と
。

2

第
十
条
第
一
号
及
び
第
五
号
の
規
定
は
、
原
動
機
付
自
転
車
等

駐
車
器
具
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

一
号
中

｢地
上

凸
と
あ
る
の
は

｢地
面

こ
と
、
｢地
上
を
｣
と

あ
る
の
は

｢地
面
を
｣
と
、
｢次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所

(特
定
連
結
路
附
属
地
の
地
上
に
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
口
及

び
ハ
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
)｣
と
あ
る
の
は

｢
口
及
び
ハ

の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。




